
 

R４ 他市施設利用者 

 

 

 

 

東根市では、届出保育施設等（認可外保育施設、事業所内保育所、企業主導型保育施設、院内保育所、認

証保育所）を利用している児童の兄弟姉妹が届出保育施設等、認可保育所、幼稚園、認定こども園、児童

センター等を利用している場合、または第３子以降児童である場合、保護者の子育てに係る負担軽減のた

め、保育料の一部を補助します。 
 

 補助対象者 

次の①～④のすべてに該当する方 （ただし第３子以降児童の場合は③を除く） 

① 保護者及び児童が東根市民である。 

② 届出保育施設等に、１ケ月以上入所（一時保育を除く）している児童がいる。 

③ ②の児童の兄弟姉妹が届出保育施設、認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童センター等に同

時期に 1 ケ月以上入所（一時保育を除く）している。 

④ 保育料の滞納がない。 

※既に保育料が無償化されている場合は申請対象外です。 
 

 補助額   

第 ２ 子 児 童  月額保育料の２分の１の額 （上限月額 12,000 円） 

第３子以降児童  月額保育料の全額相当額 （上限月額 40,000 円） 

 

■補助対象の具体例（表中の下段の金額が金額の限度額になります。） 

 

 

 

 

※ その他施設とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、 

児童デイサービス、児童センター等となります。詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

 

例 第１子 第２子 第３子以降 補助合計額 

① 
その他施設（※） 認可外 - 

12,000 円 
- 12,000 円 - 

② 
その他施設・就学児 その他施設・就学児 認可外 

40,000 円 
- - 40,000 円 

③ 
認可外 認可外 認可外 

52,000 円 
- 12,000 円 40,000 円 

④ 
認可外 その他施設 認可外 

52,000 円 
12,000 円 - 40,000 円 

届出保育施設等すこやか保育事業費補助金（令和４年９月から令和５年３月分） 

第 ２ 子 児 童：対象児童の兄弟姉妹が、同時に届出保育施設等、認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童センター

等に在園している場合（例④の場合、第１子も補助対象となります。） 

第 ３ 子 以 降 児 童：届出保育施設等を利用している児童の保護者と生計を一にする次に掲げる者のうち、最年長の者から

３番目以降の児童 

◆問い合わせ◆ 

東根市子育て健康課子育て支援係（東根市さくらんぼタントクルセンター内） 

電話：0237-43-1155（内線 132） 

多子世帯等における保育料負担軽減補助のご案内 


